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—―  労使協議～配偶者同行休業制度導入ほか  —―  
	 

みなさま本年もどうぞよろしくお願いいたします。年度末を控え忙しい時期に入り、執

行部一同風邪など引かぬよう気を引き締めているところです。さて、本年最初の労使協議

の報告をするとともに、ご意見をお伺いします。	 

法人からの申し入れによる１月 14 日の協議は次の７件でした：	 1)	 配偶者同行休業制

度の導入、2)	 職員就業規則の一部改正、3)	 職員退職手当規則の一部改正、4)	 年俸制適

用職員給与規則一部改正、5)	 短時間勤務非常勤職員就業規則の一部改正、6)	 期間雇用非

常勤職員就業規則の一部改正、7)	 ３６協定の一部改正。	 

1)は外国で勤務する配偶者とその国で生活をともにするための休業制度で、国家公務員

では平成 26 年２月にすでに施行されている制度を本学にも導入するものです。対象は常

勤職員、休業期間は６ヶ月以上最長３年で、この範囲で延長請求（１回のみ）もでき、該

当する人には歓迎すべき制度です。ただしこの間、給与の支給はなく、また共済組合掛金

等は支払う必要があります。詳細は資料１-1、1-2 を参照してください。(2)はこの制度発

足に伴う就業規則の一部改正案です（資料 2）。	 

3)の改正は三つの項目があり、まず項目一として、資料 3の改正案の第 14 条～16 条で、

(1)の配偶者同行に関わる休業日が退職手当の在職期間から除外する点が明記されます。

項目二は、第 19 条では、「役員の期間を持つ職員の退職手当額の特例」について現行条文

は役員退職に関しかなり煩瑣な文となっているのを、役員を辞めて職員に復した場合も含

め、簡素な表現に改めて（役員のない）公務員と同額になるように直したものと説明され

ました。（改正後条文の「業績に応じ．．．」に関しては役員会の承認を得るとのことです。）

さらに、項目三は、附則の 2と 3に関わる部分で退職手当額のベースとなる定年退職の日

が不明確であったのを改正条文の 4として明確に定めたものです。ただしこれは従来の慣

行を明文化したものとのことです。補足資料の資料 3補を参照してください。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

4)は資料 4の別表第 6で、誤りの訂正です。	 	 	 

5)と 6)は、短時間勤務非常勤職員と期間雇用非常勤職員の勤務時間の１時間未満の端数

処理に関する規則で（資料 5及び 6）、いずれも職員に不利益のないように改正されていま

す。	 

7)は、労働基準法 36 条第 1 項の規定に基づいて学長と過半数代表者の間に交わされた

「時間外労働、休日労働に関する協定書」の一部改正案です（資料 7）。上の(5)、（6）に

伴う条文変更（第 3条）のほか、第 5条に特任専門職に関する改正があります。従来、原

則として時間外労働が認められなかった特任専門職ですが、今回表のように認められるこ



とになります。なお、現在特任専門職は 14 名で、そのうちフルタイムが 10 名、パートタ

イムが 4 名です。フルタイムの 10 名の内７名の人が D-lab 勤務とのことで、すべて年俸

制ですが、時間外勤務は可能です。	 

以上、ご意見をおききしますが、特に審議の必要が無いと判断されれば、代議員会に諮

ることなく、執行委員会で意見を集約して法人に回答しますが、ご了承ください。	 

	 

なお、給与規則改定の問題は平成 27 年４月からの「総合的見直し」に関して、今後に

交渉の余地を残しています。以下のアンケート結果も参照の上、具体的な提案があれば積

極的に執行部、代議員にお寄せください。	 

	 

	 

給与規則改定・TOEIC に関するアンケートについて  
	 

	 くみあいニュース１１１号では、みなさまにアンケートへの回答をお願い致しました。

多数の意見が寄せられました。ご協力下さりありがとうございました。下記に、集計の結

果を示します。	 

給与規則改定①民間との格差是正について	 

	 公務員準拠は当然である	 15%	 	 

仕方ない	 	 	 31%	 

納得できない	 	 	 46%	 

わからない	 	 	 8%	 

給与規則改定②総合的見直しについて	 

	 公務員準拠は当然である	 8%	 	 

仕方ない	 	 	 15%	 

納得できない	 	 	 62%	 

わからない	 	 	 15%	 

②総合的見直しについて今後の交渉に希望すること	 

	 反対の姿勢をつらぬく	 	 	 23%	 

減額分に変わる手当を求める	 	 31%	 

休暇制度の充実（創立記念日）	 54%	 

休暇制度の充実（夏期特別休暇）	 54%	 

施設設備の充実	 	 	 8%	 

	 

	 今回の改定に対して以下のような反対意見が多く見られました。制度は公務員準拠であ

るとしつつも給与そのものが公務員よりも低い状況に納得できないこと。平成 27 年 1 月

の昇給抑制はその後に渡って大きな影響を与えるため、看過できないこと。55 歳以上の給

与が意識的に削減されているように見えること。給与増加分が消費税増加分に見合わない

こと。これら等により、民間との格差是正という名目で給与改定が行われた中でも、改定

の全体としては、みなさまにとってよいものとはなっていないことが表現されました。一

方で、その代償として得られるものがあるとすれば何かを問う部分では、多くの方が休暇



制度の充実を挙げられました。これにより、今後の法人との交渉における指針が示唆され

たものと解釈します。	 

	 

	 職員 TOEIC 受験に関して寄せられた意見の多くは、それに対する支援体制を望むもので

した。就業時間中に学習時間を設けることや研修制度、適正な評価のしくみが求められて

います。今後の進展の中で、みなさまの意見が法人に確実に伝わるような体勢をつくりま

す。	 

	 また、いままさに法人が大きく舵を切り、本学が急速に変化していくことを多くの方が

感じていると思います。そこへ進むのに、事務職員、技術職員、教員また年齢により隔て

はなく、皆が一体となって協力することが必要です。個人の不安が周りとの情報共有によ

り解消されることはまれではありません。今後も職員組合を通じてみなさまの信頼関係が

深まるようどうかご配慮下さい。	 



資料1-1





資料1-2



資料2



資料3







資料3補





資料4



資料5



資料6



資料7






	1501組合ニュースNo112案_追高1501161641
	1501組合ニュースNo112_添付資料
	150113事前資料
	150114追加資料
	150113事前資料
	36協定修正
	150113事前資料


